
●本保険にご加入するにはNPO 法人森づくりフォーラムへの登録が必要になります。
●NPO 法人森づくりフォーラムへの登録には、保険料とは別に登録手数料をご負担いただきます。
●登録手数料（年度更新）

ステップ 1　

ステップ 2 

ステップ 3

グリーンボランティア保険登録

活動実施の前日までに

活動終了時に

「グリーンボランティア保険包括契約登録票」に必要事項を記入し、NPO法人森づくりフォーラムまでFAXする。

①加入手続きの前に「重要事項説明書」を確認する。
②活動実施日前に、「保険加入依頼書」の上段「活動予定日通知欄」の部分に、必要事項（全項目）を記入し捺印の上、
　NPO法人森づくりフォーラムまでFAXする。

［注意］下記の場合は保険が適用されませんので、ご承知ください。　
○団体登録のみで、活動実施日前の「保険加入依頼書」の提出がない。
○「保険加入依頼書」内の「活動予定日通知欄」に必要事項が正しく記載されていない。

①翌月の15日までに１ヵ月分の活動内容について、１行事毎に「グリーンボランティア保険加入依頼書」の下段
　「活動実施報告欄」に必要事項を記入し、NPO法人森づくりフォーラムまでFAXする。
②保険料を「活動実施報告欄」の記載内容に基づいて翌月15日までに振込む。

［注意］ ○第1種の行事につきましては、参加した方全員の名簿（氏名・住所・電話番号）の備え付けが必要です。引受保険会社が必要と認めた場
合には、全員の名簿提出が必要となります。○第２種の行事につきましては、実際に参加した全員の名簿の提出が必要となります。
○天候不良等で活動が中止となった場合、活動実施報告欄にその旨を記載し、必ずFAXで報告してください。その場合、保険料は発生しません。

NPO法人森づくりフォーラム　TEL：03-3868-9535  FAX : 03-3868-9536
ホームページURL：http://www.moridukuri.jp/hoken/insurance.htm

振込の際、団体名の前に登録番号をご記入ください。　例）12345 モリヅクリフォーラム

銀行振込 

口座番号：00170-4-574823 　口座名称：グリーンボランティア保険事業部郵便振替口座

■グリーンボランティア保険利用にあたって

■ご利用の流れ

（恐れ入りますが振込手数料はご負担ください）■銀行振込・郵便振替の口座

問い合わせ窓口

下記文中の「包括契約登録票」「保険加入依頼書」「事故報告兼事故証明書」は、森づくりフォーラムHP内
「グリーンボランティア保険」にてpdfデータを掲載しております（ダウンロード可）。

※毎年４月１日を年度の始まりとし、翌年３月31日までの登録料となります。
中途で加入された場合も、登録料は同一です。毎年更新料（登録料と同額）を
ご入金いただくだけで、翌年以降は加入できます。

三菱東京ＵＦＪ銀行／三鷹支店／普通
口座番号  ：  1183002    口座名義 ：  特定非営利活動法人 森づくりフォーラム
代表理事　内山　節（ウチヤマ　タカシ）

■保険料専用口座
   （登録手数料の口座は別です）

登録および事務処理手続きの
お問合せ連絡先

トキワ　TEL : 0120 - 290 -296  FAX : 050 -3730 -7450
メールアドレス：green.volunteer.hoken@gmail.com

16 - T23967　 2017 年 2 月作成

取扱代理店

引受保険会社　 東京海上日動火災保険株式会社

１．森づくりフォーラム団体会員： 免除　　
２．任意団体/NPO 法人          ： 2,000 円　
３．上記1,2 以外の団体           ： 4,000 円

森林や野外で
活動する団体のための

森林や野外でのボランティア活動を主催する皆様へ

NPO法人森づくりフォーラム

1

2 賠償責任保険：
活動中、他人にケガを負わせたり、
他人の持ち物を壊したりした際に、
主催者側や参加者が賠償する場合の
保険です。

グリーンボランティア保険は「行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険」
「国内旅行傷害保険」「施設賠償責任保険」で構成される保険商品のペットネームです。

ご利用の手続き

傷害保険：参加者が活動中に
ケガをした場合の保険です。

特長 概要▶チェーンソーや刈払機など
　動力使用も含めた作業が対象（第2種）　

▶保険加入者は行事主催団体

▶実参加者数に応じて保険料を払う後払い方式　

▶活動中止時は保険料の発生なし

このチラシは「グリーンボランティア保険」の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、NPO法人森づくりフォーラムのホームページに掲載されている
「グリーンボランティア保険のご案内」および「重要事項説明書」をご確認ください。詳細はご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、

グリーンボランティア保険の内容について、ご不明の点がありましたら、代理店にお尋ねください。



●グリーンボランティア保険は、NPO法人森づくりフォーラムが
　契約者となります。
●ボランティア活動への参加者等を被保険者とする、行事参加者
　の傷害保険担保特約付帯傷害保険、国内旅行傷害保険および
　施設賠償責任保険の包括・団体契約です。
●本保険を利用するためには、NPO法人森づくりフォーラムへの
　登録が必要です（別途登録料が必要となります）。
●保険証券を請求する権利、契約内容変更に関する請求権、解約
　請求権等は原則としてNPO法人森づくりフォーラムが有します。

NPO法人森づくりフォーラムへの登録をし、活動前の必要手続きを
済ませた団体の行うボランティア活動の参加者

作業に動力を使用しない場合、かつ活動期間が1日の場合

グリーンボランティア保険について

■補償内容（ 加入タイプ別 ）

加入タイプＡ

1,000万円

後遺障害の程度に応じて
40万円～1,000万円

日額5,000円

日額3,000円

加入タイプB

2,000万円

後遺障害の程度に応じて
80万円～2,000万円

日額10,000円

日額5,000円

入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院中以外の手術）

支払限度額 ： 5,000万円　
免責金額（自己負担額）：なし 

加入タイプC

3,000万円

後遺障害の程度に応じて
120万円～3,000万円

日額10,000円

日額5,000円

傷害部分
本
人
の
事
故

死亡保険金

後遺障害
保険金

入院保険金

通院保険金

手術保険金※1

賠償
責任部分

対人・対物共通
1名１事故につき

注意：傷害保険のお支払い対象となる事故が発生した場合には30日以内に、また賠償責任保険のお支払い対象となる事故が発生した場合には遅滞なく、ご連絡ください。
ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
※1 傷の処置等お支払いの対象外の手術があります。

傷害部分 ※１

傷害部分※１

賠償責任部分

Ａタイプ

1人につき 52円

Ｂタイプ

1人につき 102円

Ｃタイプ

１人につき 134円

Ａタイプ

１人につき 3８3円

１人につき 463円

１人につき 548円

保険期間 Ｂタイプ

１人につき 708円

１人につき 857円

１人につき 1,016円

Ｃタイプ

１人につき 861円

１人につき 1,044円

１人につき 1,245円

作業に動力を使用する場合、または活動期間が2日以上（1泊2日以上）の場合 

2日（１泊２日）まで

4日（３泊４日）まで

7日（６泊７日）まで

賠償責任部分 参加者１人、1日につき 30円  ただし、1活動の最低保険料 1,500円 ※２

お支払いする保険金の種類と概要

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
保
険

死亡
保険金

後遺
障害

保険金

入院
保険金

手術
保険金

通院
保険金

賠償責任
保険

保険金お支払いの対象となる「グリーンボランティア活動中」と
は、グリーンボランティア活動を行っている間、およびグリーン
ボランティア活動への参加を目的としてその住居と活動の実施
場所との間を合理的な経路および方法により往復する途上をいい
ます。

①保険料：下記傷害部分保険料と賠償責任部分保険料との合計
　額（傷害部分あるいは賠償責任部分のどちらか一方だけでは
　ご利用いただけません）。
②この保険の保険料相当額：各加入申込み団体の責任者に支払  
　い義務がございます。
③賠償責任部分：1活動あたりの最低保険料1,500円
　（※注意：参加者数50名以下の場合、１活動あたりの保険料が1,500円となります）。

※注意：上表の保険金のお支払に関する詳細情報や、「ご加入の際のご注意」「ご加入後のご注意」および「個人情報の取扱いに関するご案内」は、NPO法人森づくりフォーラムの
ホームページに掲載されている「グリーンボランティア保険のご案内」および「重要事項説明書」でご確認ください。

■契約方式
●森林、公園、川、海辺等における自然観察・調査、クラフト制作、
　清掃作業またはチェーンソーもしくは刈払機を使用する軽作業

■対象行事

■対象者 

■対象となる期間■ご負担いただく保険料

（国内旅行傷害保険、施設賠償責任保険）

（行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険、施設賠償責任保険）

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額か
ら既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害
が生じた場合　
▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の４％～
100％をお支払いします。
※保険期間（保険のご契約期間）を通じ合算して、死亡・後遺障害保険金額
が限度となります。

●契約者または保険の対象となる方の故意
　または重大な過失によって生じたケガ
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波
　によるケガ
●保険金の受取人の故意または重大な過失
　によって生じたケガ（その方が受け取るべ
　き金額部分）
●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行
　為または犯罪行為によって生じたケガ
●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒
　気帯び運転をしている場合に生じたケガ
●脳疾患、疾病または心神喪失およびこれら
　によって生じたケガ
●妊娠、出産、早産または流産によって生じ
　たケガ
●外科的手術等の医療処置（保険金が支払
　われるケガを治療する場合を除きます。）
　によって生じたケガ
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登
　はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運
　動等を行っている間に生じた事故によって
　被ったケガ（補償する場合には、特別危険
　担保特約をセットし、別途割増保険料をお
　払い込みいただきます（第2種の傷害保険
　に限ります。）。）
●自動車等の乗用具による競技、試運転、競
　技場でのフリー走行等を行っている間に
　生じた事故によって被ったケガ
●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見
　のないもの

等
●被保険者または保険契約者の故意に起因
　する損害
●戦争、内乱、暴動などに起因する損害
●地震、噴火、津波、洪水または高潮に起因
　する損害
●被保険者の同居の親族に対する賠償責任
●自動車、原動機付自転車、施設外にある船
　などの所有、使用、管理に起因する損害。
●被保険者が所有、使用または管理する財
　物の損壊について、その財物に対し正当な
　権利を有するものに対して負担する賠償責任

等

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて
180日以内に入院された場合
▶入院保険金日額に入院した日数（実日数）を乗じた額をお
支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を
経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支
払対象となる「入院した日数」は、１事故について180日を限
度とします。

治療を目的として所定の手術を受けられた場合
▶入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または５倍（入院
中以外の手術）の額をお支払いします。ただし、１事故につい
て事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術
１回に限ります。

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて
180日以内に通院（往診を含みます。）された場合
▶通院保険金日額に通院した日数（実日数）を乗じた額をお
支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を
経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、
支払対象となる「通院した日数」は、１事故について90日を
限度とします。

グリーンボランティア活動中に、その活動、もしくはその活動
のために被保険者が所有、使用、管理する全ての動産、不動
産に起因して他人に身体障害を与えたり、他人の財物を損壊
したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った
場合、１事故について支払限度額を限度に保険金をお支払
いします。

第2 種

第1 種

事故が発生したら遅滞なく（傷害保険については30日以内）、「グリーンボランティア保険事故報告書兼事故証明書」に以下の項目をご記入の上、
代理店「トキワ」までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求
権には時効（3年）がありますのでご注意ください。  ①加入団体名　②加入者の氏名・連絡先　③事故日時　④事故場所　⑤事故状況　⑥入
院または通院される病院名・連絡先　⑦団体責任者の事故証明　⑧被害者の氏名・連絡先（賠償事故の場合）　⑨受けた損害賠償請求の内容
※保険金の請求時には、団体責任者またはこれに準ずる者が発行する、ボランティア活動参加中であることの証明書の提出が必要です。
※ケガを被ったときすでに存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。

◆一度ご登録いただくと、年度途中でのタイプの変更はできませんのでご承知おきください。 ◆毎年、更新していただく方式で、登録手数料（更新手数料）の
お支払いのみで登録の更新手続きは完了します。尚、登録内容に変更が生じた場合は包括契約登録票で変更をFAXでお知らせください。

万一事故が発生したら

登録更新の手続きについて

※１ 第1種の傷害部分保険料は１日あたり平均被保険者数が50名以上499名以下の場合の団体割引率５％を適用しております。１日あたり被保険者数が50 名を下回った場合は、
保険金額の減額等の変更をさせていただきますのであらかじめご了承ください。

※１ 住居を出発してから住居に帰着するまでの期間で設定してください。また、補償期間（保険期間）は最長１ヵ月まで設定できます。６泊７日超の保険料については、取扱代理店ま
でご照会ください。 ※２ 活動期間が２日以上の場合、賠償責任部分の計算における参加者人数は全期間の延べ人数で計算します。

下表ではグリーンボランティア保険でお支払い対象となる保険金の種類とその概要を記載しております。
●傷害保険（第１種）：ボランティア活動中に被った急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。
●国内旅行傷害保険（第２種）：日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者（保険の対象となる方）がケガをした場合に保険金をお支払いします。

１人につき 30円  ただし １活動の最低保険料 1,500円


